
本
日
の
資
料
の
位
置
づ
け

１
現
状
・
課
題
の
客
観
的
分
析
・
確
認
等
（
第
１
～
２
回
会
議

で
説
明
）

・
本
市

の
財

政
構

造
（
他

都
市

と
比

べ
て
全

体
的

に
歳

出
水
準

が
高

い
）

・
財
政

が
厳

し
く

な
っ
た

理
由

（
収

支
の
不

均
衡

→
負

担
の
先

送
り

→
将

来
負
担

の
増

大
）

・
国
の

義
務

付
け

の
な
い

歳
出

（
収

支
の
不

均
衡

の
一

因
）
に

は
何

が
あ

る
の
か

・
高
齢

者
人

口
の

増
加
，

そ
れ

を
支

え
る
生

産
年

齢
人

口
の
減

少
(
社

会
福

祉
の
増

大
・

持
続

困
難
の

一
因

)

２
対
策
の
方
向
性
（
第
２
回
会
議
以
降
，
５
回
に
分
け
て
議
論

）

①
歳

入

・
京

都
の

強
み

を
税
収

増
に

つ
な

げ
る
ま

ち
づ

く
り

・
課

税
自

主
権

の
更
な

る
活
用

・
保

有
資

産
の

総
点
検

と
更

な
る

活
用

な
ど

②
歳

出

・
国

の
義

務
付

け
の
な

い
歳

出
等

の
点
検

（
社

会
福
祉

施
策
，

他
会

計
繰

出
金
，

そ
の

他
の

事
業
）

・
効

果
的

な
投

資
事
業

の
推

進
と

市
債
の

償
還

も
含

め
た
ト

ー
タ

ル
の

公
費
負

担
の

軽
減

・
行

政
の

仕
事

の
あ
り

方
の

見
直

し
と
効

率
的

な
執

行
体
制

の
確
立

な
ど

※
今

後
，

必
要

と
な
る

対
策

の
規

模
に
つ

い
て

は
，

第
４
回

（
1
0
月
下

旬
頃
）

に
提

示
予

定

資
料
４
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そ
の
他
歳
出
の
点
検
の
対
象
と
視
点

１
各
種

補
助
金

主
な

補
助

金
の

支
出
状

況

開
始

年
度
が

古
い
も

の
，

補
助

率
が
高

い
も

の
な

ど

・
補
助

金
に

つ
い

て
は
，

そ
の

性
質

上
，
固

定
化

の
リ

ス
ク
が

あ
る

た
め

，
当
初

の
目

的
は

，
今
で

も
社
会

情
勢

に
沿

っ
て

い
る
か

，
額

に
見

合
う
事

業
効

果
が

出
て
い

る
か

な
ど

，
不
断

の
検

証
が

必
要
で

は
な

い
か

？

２
特
別

会
計

繰
出

金

特
別

会
計

へ
の

税
負
担

の
状
況

特
に

規
模

の
大

き
い
公

営
企

業
へ

の
繰
出

金
の

分
析

・
一
般

会
計

が
非

常
に
厳

し
い

中
で

特
別
会

計
の

経
営

状
況
を

踏
ま

え
，

税
投
入

を
ど

こ
ま

で
行
う

べ
き

か
？

３
施
設

の
運

営
状

況

施
設

種
別

ご
と

の
受
益

者
負

担
割

合
・
税

負
担

割
合

の
状
況

・
施
設

の
種

別
ご

と
に
受

益
者

負
担

・
市
民

負
担

は
適

切
な
水

準
に

な
っ

て
い
る

か
？

・
今
後

の
大

規
模

修
繕
も

見
据

え
て

，
受
益

者
負

担
・

市
民
負

担
は

ど
う

あ
る
べ

き
か
？
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